
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
作
業
計
画
）

（
作
業
計
画
）

第
八
条

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
に
あ
っ
て

第
八
条

事
業
者
は
、
除
染
等
業
務
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
業
務
に
あ
っ
て

は
、
平
均
空
間
線
量
率
が
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
の
場
所

は
、
平
均
空
間
線
量
率
が
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
の
場
所

に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
二
十
条
第

に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
二
十
条

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
除
染

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
除

等
作
業
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
作
業
に
あ
っ
て
は
、
平
均
空
間
線
量
率
が

染
等
作
業
（
特
定
汚
染
土
壌
等
取
扱
作
業
に
あ
っ
て
は
、
平
均
空
間
線
量
率

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

が
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作
業
計
画
を
定
め

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作
業
計
画
を
定

、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
除
染
等
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
除
染
等
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

。

い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）


